
【模式図(参考資料)】 

 

 

※ 当社は、当社グループの全役職員及びその取引先からコンプライアンスに関する相談・通報を受け付

ける窓口として「企業倫理向上窓口」を開設しています。相談・通報内容に対しては、事実関係の調査、

対策方針等の検討を行うとともに、必要に応じてコンプライアンス・リスクマネジメント委員会で協議

し適切に対応しています。 

なお、当社役員等（役員、執行役員、相談役及び顧問）を対象とする通報を受け付ける窓口を社外の弁

護士事務所に設置しています。 

 

【適時開示体制の概要（模式図）】 

＜当社グループに係る適時開示のフロー＞ 
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（適時開示情報伝達システム、ウェブサイト等） 

 

 

※発生事実の場合は

事後報告 
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